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社会福祉法人大成慈恵会役員等費用弁償規程 

 

（目 的） 

第 １ 条  この規程は、社会福祉法人大成慈恵会（以下「法人」という。）の役員、評議

員、外部委員（以下「役員等」という。）の費用の弁償について定めるものとす

る。 

 

（業務の種類） 

第 ２ 条  費用の弁償をする業務は、次の各号に定めるところによる。 

     （１）理事会及び評議員会への出席 

     （２）監事による定期又は臨時監査 

（３）評議員選任・解任委員会への出席 

     （４）行政機関による実地指導等の立会 

     （５）研修会・会議等への参加 

     （６）理事及び監事が行う法人の一般業務 

     （７）その他理事長が必要と認めた業務 

 

（費用弁償） 

第 ３ 条  第２条第１号、第２号及び第３号の業務の場合は、日額費用弁償（日当及び

交通費を含む。）を支給する。ただし、施設長等の施設職員が役員又は委員の場

合は支給しない。 

日額 ６，０００円 

   ２  第２条第４号、第５号、第６号及び第７号の業務を行う場合は、「社会福祉法

人大成慈恵会旅費規程」により旅費及び日当を支給することができる。 

 

（改 廃） 

第 ４ 条  本規程は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。 

 

 

附  則 

 

（施行期日等） 

１．この規程は、昭和６０年１０月１１日より施行し、昭和６０年４月１日に遡って適用

する。 

（施行期日等） 

１．この規程は、平成元年１０月１日から施行する。 



（施行期日等） 

１．この規程は、平成６年１月１４日から施行する。 

（施行期日等） 

１．この規程は、平成１３年７月２６日から施行する。 

（施行期日等） 

１．この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

（施行期日等） 

１．この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

２．この規程の第２条第１項第３号のあらかじめ行う委員会の費用の弁償については、こ

の規程を適用する。 

（施行期日等） 

１．この規程は、平成３０年７月１日から施行する。 


